
　

議
会
運
営
等
調
査
特
別

委
員
会
で
は
、
平
成
24
年

５
月
25
日
に
第
１
回
目
、

翌
年
の
平
成
25
年
５
月
23

日
に
第
２
回
目
の
議
会
報

告
会
を
開
催
し
、
こ
れ
ま

で
19
回
の
小
委
員
会
と
９

回
の
特
別
委
員
会
を
開
催

し
議
論
を
重
ね
て
き
ま
し

た
。

　

こ
の
間
先
進
地
の
状
況

及
び
研
修
視
察
等
を
踏
ま

え
、
小
委
員
会
等
で
十
分

に
調
査
検
討
し
、
曽
於
市

議
会
基
本
条
例
（
案
）
を

作
成
し
て
、
パ
ブ
リ
ッ
ク

コ
メ
ン
ト
を
募
集
し
ま
し

た
。

　

そ
の
結
果
を
参
考
に

し
、
平
成
25
年
８
月
27
日

の
第
19
回
小
委
員
会
で
基

本
条
例
（
案
）
を
決
定
し
、

申
し
合
わ
せ
事
項
に
つ
い

て
も
同
小
委
員
会
で
確
認

決
定
し
ま
し
た
。

　

同
日
、
第
９
回
議
会
運

営
等
調
査
特
別
委
員
会
を

開
催
し
、
小
委
員
長
の
報

告
の
後
、
曽
於
市
議
会
基

本
条
例
（
案
）
に
つ
い
て

協
議
・
検
討
の
上
、
討
論

採
決
の
結
果
、
基
本
条
例

（
案
）
に
つ
い
て
、
全
会

一
致
で
原
案
の
と
お
り
可

決
す
べ
き
も
の
と
決
定
し

ま
し
た
。

　

次
に
、
曽
於
市
議
会
政

務
活
動
費
の
交
付
に
関
す

る
条
例
（
案
）
及
び
曽
於

市
議
会
政
務
活
動
費
の
交

付
に
関
す
る
規
則
（
案
）

に
つ
い
て
質
疑
に
入
り
、

討
論
採
決
の
結
果
、
全
会

一
致
で
原
案
の
と
お
り
可

決
す
べ
き
も
の
と
決
定
し

ま
し
た
。

　

ま
た
、こ
の
二
つ
の
条
例

（
案
）
に
つ
い
て
は
、
９

月
定
例
会
に
お
い
て
議
員

発
議
と
決
定
し
ま
し
た
。

　

な
お
、
会
派
制
に
つ
い

て
は
、
平
成
25
年
12
月
１

日
か
ら
平
成
26
年
３
月
31

日
ま
で
に
、
議
会
運
営
委

員
会
に
お
い
て
会
派
の
内

規
等
を
協
議
・
整
備
し

て
、
平
成
26
年
４
月
か
ら

会
派
の
運
用
を
開
始
し
て

い
く
こ
と
に
決
定
し
ま
し

た
。

 　

以
上
、
議
会
運
営
等
調

査
特
別
委
員
会
設
置
の
目

的
が
議
員
各
位
の
ご
協
力

に
よ
り
達
成
さ
れ
ま
し
た

の
で
、
本
報
告
に
よ
り
議

会
運
営
等
調
査
特
別
委
員

会
の
調
査
を
終
了
し
ま
し

た
。

久長登良男委員長

～市民に開かれた議会をめざして～
　　曽於市議会基本条例を制定（平成25年9月30日）
　地方分権時代を迎え、自治体の自己決定、自己責任の範囲が拡大している。議会は討論を通じ、

その責務である監視機能と政策立案機能を強化、充実させるとともに、対話を通じ市民の提案

を積極的に受けとめ、市民に開かれた議会であることが求められている。

　これらを実現するために、市民により身近で、信頼される議会をつくることを決意し、地方

自治法（昭和 22 年法律第 67 号。以下 ｢法｣ という。）が定める規定の遵守に加え、公正性と

透明性の確保、政策形成への市民参加の推進、積極的な情報公開、市長等との緊張関係の保持、

議員間の討議の尊重、議会活動を支える体制整備、議員の資質向上等を図るため、ここにこの

条例を制定する。


